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 ９月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。 

 体調には十分ご注意下さい。なお、掲載内容につきご不明な点が

ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。 

 贈与登記について 

  贈与登記とは、贈与によって不動産の所有者が変わった場合の

名義変更手続きのことです。不動産を次世代に引き継ぐために、生

前贈与するということもあるでしょう。贈与は財産をあげる人（贈

与者）ともらう人（受贈者）の契約で成立します。これは不動産の贈与も同じです。贈与

者と受贈者の合意があれば不動産の所有権は移転します。なお、相続による不動産の名義

変更手続きは「相続登記」といいます。相続の場合には、所有者が死亡すると法律の規定

に従って「相続人」へ引き継がれますので、贈与のような契約は必要ありません。 

 贈与登記を申請しなくても贈与が無効になるわけではありませんが、贈与登記を申請せ

ずに放置することで、トラブルが発生する恐れがあります。 

 例えば、ＡさんがＢさんに不動産を贈与しましたが、贈与登記を申請していませんでし

た。Ａさんは登記簿上の名義が自分になっていることを利用して、Ｃさんにこの不動産を

売却しました。売買による所有権移転登記が申請され、登記簿上の名義がｃさんになると、

その不動産はＣさんのものとなります。贈与契約書を交わしていたとしても、贈与登記を

申請していなければ、Ｂさんは自分が所有者であることをＣさんに主張できなくなります。 

 また、例えば、Ｄさんは父親であるＥさんから不動産の贈与を受けましたが、贈与登記

を申請しないうちに父親のＥさんが亡くなってしまいました。Ｄさんは、他の相続人に、 

「この不動産は父の生前に自分がもらった」と主張しても、登記をしていないと他の相続

人に贈与を否定されて、相続財産の一部とみなされてしまう可能性があります。  

 この贈与は登記費用と税金が発生します。 

 贈与登記にかかる主な費用としては、登録免許税と司法書士報酬の 2つがあります。 

 登録免許税は固定資産税評価額の 2％です。たとえば、固定資産税評価額が 3000 万円の

土地の贈与であれば 60万円の登録免許税がかかります。次に不動産の贈与にかかる税金で

すが、贈与税や不動産取得税が発生します。税金には、様々な控除や相続時精算課税税度

などもありますので、まずは税理士さん等へご相談したうえで手続きを進めて下さい。 
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